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第1章 経緯と目的 

本章ではこれまでの病院船に係る過去の検討経緯を整理した上で、本調査の目的を整理した。 

 

1. これまでの検討経緯 

本事業に関係する先行事業は、阪神淡路大震災前にさかのぼり、多くの検討を経てきた。（「図

表 これまでの災害と船舶による対応検討経緯」) 

 

図表 これまでの災害と船舶による対応検討経緯 

 

平成 23 年度、平成 24 年度に内閣府が開催した「災害時多目的船に関する検討会」では、災害

時における医療機能の課題として、 

① 医療従事者の確保 

② 対象とすべき医療フェーズおよび症例 

③ 陸上における医療との連携 

④ 制度上の課題 

⑤ 医療資器材・医薬品の整備 

の以上 5 点をポイントとして検討された。その中で、急性期、亜急性期のみならず慢性疾患につ

いても陸と海の連携によって解消できるかを検討する必要性が示されている。 

 

平成 23 年度、平成 24 年度の検討を踏まえて、平成 25 年度から平成 29 年度にかけて計 7 回の

船舶を利用した実証実験が行われた。その中では、海上自衛隊の護衛艦、チャーター船、大学の

練習船、民間フェリーが用いられ、洋上医療拠点（SCU）、臨時医療施設、救護所、透析施設等の

目的を設定して成果および課題の洗い出しを行った。（「図表 平成 25 年度～29 年度の実証実験結

果（概要）」) 

 

•平成24 年1 月 「災害時多目的船に関する検討会」（内閣府（防災担当））の設置

•平成24 年3 月 「災害時多目的船に関する検討会」報告書とりまとめ

•平成29年度 「大規模地震時における既存戦艦を活用した医療活動にかかる実証訓練及び調査

業務報告書」

•平成30年度 「大規模災害時における既存戦艦を活用した医療活動にかかる実証訓練及び調査

業務報告書」

•平成30年 米国医療船マーシー来航

•令和2年6月 病院船の活用に関する検討のための調査に係る業務(本事業)

•平成3年6月 「多目的船舶調査検討委員会｝（内閣政審議会室等）設置

•平成3～7年 防災、医療、船舶等の専門家から意見を聴取しつつ、船舶の役割、船舶のモデル等に
ついて検討

•平成9 年度 「多目的船舶基本構想調査委員会」（関係有識者及び関係省庁の実務家）の設置

•平成9～10 年度 防衛庁で新型の「おおすみ」型輸送艦が、海上保安庁で災害対応型の大型巡視船

「いず」「みうら」が就役

•平成11 年5 月 自衛隊法の改正

•平成13 年3 月 「多目的船舶基本構想調査報告書」とりまとめ

阪神・淡路
大震災以前

阪神・淡路
大震災後

東日本大震
災後

コロナショック
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図表 平成 25 年度～29 年度の実証実験結果（概要） 

 

 

洗い出された課題のポイントとして、自衛隊の船舶においては主に運用や周辺環境、巡視船お

よび民間船舶においては船内の設備や環境に関するものが挙げられている。 

船舶種別 所属機関 課題 

護衛艦  

 

海上自衛隊 

・ ヘリコプター運用に関する診療業務、艦内運用 

・ 医療環境における外気温、周辺環境 

輸送艦 ・ LCAC を運用することを想定した診療業務、艦内運用 

補給艦 ・ 既存病床（54 床）の有効活用のための人員、機器配置、

動線 

巡視船 海上保安庁 ・ エレベーター、階段等の船内設備が狭隘なための、既

存の医療機器、搬送器具 

・ 艦船用の医療モジュール運用の開発 

・ 揺れ、におい等の船内環境 

チャーター船 防衛省 

カーフェリー 民間 

実習船 大学 

 

 加えて、平成 25 年度から平成 29 年度には、指揮所、診療・検査、収容、患者搬送、管理の計

5 つの医療モジュールの検討が行われた。（「図表 平成 25 年度～29 年度の医療モジュール実証実

験結果（概要）」) 

 

図表 平成 25 年度～29 年度の医療モジュール実証実験結果（概要） 
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 洗い出された課題としては、大きく２つに分類され、医療モジュールの機能に関するものと医

療モジュールの運用に関するものが挙げられた。 

モジュール名 機能の課題 運用の課題 

指揮所モジュール 衛星電話の通信環境 － 

診療・検査モジュール 
－ 

・ 精密機器の積載区分 

・ 既存搭載物資の活用 

収容モジュール 空調機付きテントが未整備 ・ 甲板等の悪環境下での診療 

患者搬送モジュール 狭隘環境での移動資器材が未整備 ・ 搬送専門要員の確保 

・ 搬送関連機関との連携 

管理モジュール 

－ 

・ 利用期限のある物品の運用 

・ 管理にあたってのルールの

作成 

 

2. 本調査の目的 

新たな感染症が発生した場合や大規模災害が発生した場合に、人命を最優先に経済社会への影

響を最小限に抑えるためには、迅速かつ十分に医療提供の場を確保することが必要であることか

ら、その手段の１つとして、病院船の活用を検討するものである。 
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第2章 災害医療における病院船の位置付け 

本章では、災害医療における病院船の位置付けについて、基本的な考え方及び病院船が対象と

するフェーズ、対象患者、役割・有効性の観点から整理する。 

 

1. 基本的な考え方 

 災害発生時に必要となる医療は、被災地内外で機能が残存している陸上の医療機関、臨時に開

設される救護所・ＳＣＵ等において提供されることを原則とし、病院船はこの陸上の医療機能等

を補完する形で活用する。 

 

2. 発災から病院船到着までの時間 

 発災から約 72 時間後までの超急性期から急性期にかけては、直接的な被害による傷病者が大

量発生する。また、災害の程度によっては医療機関も被災することが十分に考えられ、限られた

医療資源の中で大量の傷病者への迅速な対応が必要となる。その中で、発災後に病院船がどの程

度の時間で被災地に到着し、医療活動を実施するかは重要な論点である。 

船舶設備の観点からすれば運航速度約 25 ノット程度を有する病院船であれば、運航に必要な

出港準備、人員物資の搭載、現地への移動等を含め、発災後 24 時間以内に被災地周辺の沿岸地域

に到着することは可能である。 

 

図表 長距離フェリーの航路と航海時間 

 

  

同時に、災害発生時には、津波、土砂崩れ等による目的地周辺海域への浮遊物や港湾への直接

的な被害が想定される。この様な場合には、浮遊物、水中障害物の撤去、測量、調査、係留岸壁、

護岸の修復、取り付け道路の修復等も必要になる。東日本大震災では、災害利用の活用開始に数

日～10 日程度を要している。 

港湾の修復作業等を行っている間は病院船は着岸できず、港外でアンカー係留の状態となり、

その間はヘリコプターや小型船による医療従事者や物資の移送が中心となる。 

 

 

航路 航海時間 航海距離

苫小牧～仙台～
名古屋

約40時間
・苫小牧～仙台約15時間20分
・仙台～名古屋約22時間

1330km

東京～徳島～
北九州（新門司）

約34時間 1151km

神戸～宮崎 約12時間10分 495km

大阪～志布志 約14時間40分 583km

小樽～舞鶴 約20時間 1061km

苫小牧東～敦賀 約20時間 948km

表（参考） 長距離フェリーの航路と航海時間
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図表 東日本大震災時における港湾の初動対応と利用開始時期 

 

 

また、医療資器材・物資の搬入や人員（医療従事者・運航要員）の招集を考慮すると、準備に

24 時間程度を要することが想定されることから病院船は発災後 72 時間程度を目安に被災地周辺

での医療活動を開始すると想定することが現実的である。 

 

3. 対象患者 

発災から約 72 時間後までの超急性期から急性期にかけては、直接的な被害による傷病者が大

量発生する。また、傷病者の重症度においても比較的重症の患者の割合も高い傾向がみられる。 

 

図表 熊本地震の医療機関（熊本赤十字病院）における受入時（１次）トリアージの区分割合 

 

日付 時間 軽症 中等症 重症 CPA 合計

2016.4.14 21:26～23:59 91 24 8 1 124

2016.4.15 0:00～16:59 199 32 9 0 240

2016.4.16 1:25～23:59 431 124 28 2 585

2016.4.17 0:00～23:59 280 74 19 0 373

2016.4.18 0:00～8:29 58 13 4 0 75

合計 約74.5時間 1,059 267 68 3 1,397

出所：熊本赤十字病院熊本地震記録より
※CPA：心肺停止状態のことを指す
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重症患者の診療にあたっては、高度な医療機器を複数利用し、手術等の侵襲を伴う治療を行う

可能性が高いほか、経過観察時にも軽症、中等症と比較して専門性の高い機器の利用が想定され

るが、病院船特有の揺れや環境を考えると現実的ではない。また、病院船に派遣された医療従事

者は即席のチームであり、手術時等の連携に支障が生じる可能性があることや、使い慣れていな

い医療器具では高難度の手術を行うことが難しいことからも重症患者を病院船内で対応すること

は困難である。 

併せて、病院船が被災地で活動を開始できる目安は、発災から 72 時間程度経過後が現実的であ

る。このタイミングでは、重症患者の多くはすでに既存の医療機関に搬送され、治療が行われて

いると考えられる。 

このことから、病院船が医療の提供を行う対象患者は、主に急性期の軽症、中等症の患者であ

るものと想定される。なお、慢性透析患者については、病院船では人員、透析に必要な水、医薬

品や医療機器等が限られていることを踏まえれば、被災地外での透析を実施することが原則とす

べきであるが、クラッシュ症候群に伴う緊急透析等も含めて、病院船で診療を行うことを想定し

た設備等を要しておくべきである。 

 病院船で診療を受ける患者は、被災地内で機能が残存する医療機関や SCU（広域医療搬送拠点）

で、トリアージや一定の患者状態の安定化が図られた後に病院船に搬送されることが想定される。 

 

図表 災害時の医療体制と疾患 

 

 出所：東京都 災害時医療救護活動ガイドライン 

 

船舶では、給排水や廃棄物の処理のために一定間隔で離岸し、沖合に出る必要がある。このた

め、沖合に出るタイミングでは、患者の症状が安定していることが必要と考えられる。                  

病院船内において状態が悪化し、病院船内の人員、設備で対応が困難になった患者が発生した

場合は、被災地内外の医療機関等と連携して、病院船内で可能な処置を行った上で、ヘリコプタ

ー等の手段を用いて速やかに搬出する。 
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図表 災害時の患者搬送フロー 

 

 

3. 病院船の活動タイムラインのイメージ 

 災害時に、被災地へ病院船を迅速に派遣するためには、病院船の活動タイムラインを指揮命令

にあたる政府・自治体、病院船で活動する医療従事者・運航要員、陸上の医療機関等で事前に詳

細に計画、共有しておくことが重要である。  

病院船の活動タイムラインは、まず、被災した都道府県から病院船の派遣要請が行われる。そ

の後、政府により派遣先・派遣期間・主な活動内容等が決定され、燃料等の運航準備や医薬品・

医療機器を病院船に搭載する等の準備を行う。続いて、厚生労働省から病院船に乗船する DMAT

等に呼びかけを行い、医療従事者・運航要員が病院船に参集し、被災地に向かう。病院船が被災

地に到着後は、県庁の保健医療調整本部の指揮下で運用され、各種の支援活動にあたるといった

ものが想定される。 

  

図表 病院船の活動タイムラインのイメージ 

 

 

SCU

（広域医療
搬送拠点）

被災現場

病院船災害拠点病院
救急救命センター等

災害連携拠点病院等 病院船

SCU

（広域医療
搬送拠点）

被災現場

容態が悪
化した場
合はヘリ
にて災害
拠点病院
等へ搬送
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4. 病院船の役割・有効性 

我が国において想定される大規模災害として、主として地震とこれに伴う津波が想定され、地

震の種類としては、内陸型と海溝型の２種類に大別される。 

内陸型地震の特徴は、活断層付近が震源となり、狭い範囲で局所的な揺れが発生し、主に家 

屋の倒壊や火災といった地震自体による被害が想定され、首都直下地震などが挙げられる。一方、

海溝型地震の特徴は、海側、陸側のプレートの境目付近が震源となり、沿岸の広い地域にわたり、

家屋の倒壊や火災といった地震自体による被害に加えて、津波による被害が想定され、南海トラ

フ地震などが挙げられる。 

病院船は、海に面した地域における大規模災害に対して、その活用が期待されるところである。

例えば、南海トラフ地震が発生した場合、静岡県だけでも既存の陸上医療機関のみでは処置でき

ずに残る重症・中等症患者が約 15,000 人発生すると想定されるなど、膨大な医療ニーズが発生す

ると見込まれ、 そこで発生する患者数は、災害拠点病院で処理できる数を大きく超え、広域医療

搬送や DMAT による処置を加えても、処置しきれない数になると予測される。 

災害時の医療提供体制では、災害時においても自立して対応が可能な人員、設備を有する「災

害拠点病院」を中心として体制整備が行われている。災害拠点病院は、被災地の患者受け入れ、

日本 DMAT、搬送機関との連携等の対応を行うことが一般的である。 

 

図表 災害拠点病院指定要件（一例） 

 

東日本大震災では岩手県の沿岸部を中心とした津波災害により、西日本豪雨では四国山間地域

の土砂崩れの発生等により、道路の寸断、災害拠点病院を含む医療機関の孤立等が発生している。

病院船は、このような孤立地域が海岸沿いであった場合にアプローチすることで、陸上の医療機

関・医療機能を補完することが可能であると考えられる。 

また、病院避難（被災した医療機関の全患者・職員を避難させ、被災地外に搬送）として病院

船を活用することも考えられる。被災地外への搬送手段という観点では、輸送機能のみのいわゆ

る「脱出船」を活用することも考えられるが、入院医療が必要な患者に対して、船内で継続して

分類 指定要件

運営体制

✓ 24 時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者等の受入れ及び搬出を行うことが可
能な体制を有すること。

✓災害発生時に、被災地からの傷病者の受入れ拠点にもなること。
✓災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を保有し、その派遣体制があること。

医療関係

施設

✓病棟（病室、ＩＣＵ等）、診療棟（診察室、検査室、レントゲン室、手術室、人工透析室等）等救
急診療に必要な部門を設けるとともに、災害時における患者の多数発生時（入院患者につ
いては通常時の２倍、外来患者については通常時の５倍程度を想定）に対応可能なス
ペース及び簡易ベッド等の備蓄スペースを有することが望ましい。

✓通常時の６割程度の発電容量のある自家発電機等を保有し、３日分程度の備蓄燃料を確保
しておくこと。

✓災害時に少なくとも３日分の病院の機能を維持するための水を確保すること。

設備

✓衛星電話を保有し、衛星回線インターネットが利用できる環境を整備すること。また、複数の
通信手段を保有していることが望ましい。

✓広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）に参加し、災害時に情報を入力する体制を整え
ておくこと。

✓多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行
うために必要な診療設備

搬送関係 ✓原則として、病院敷地内にヘリコプターの離着陸場を有すること。
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医療を提供することも必要なため、一定程度の医療機能を有した「病院船」である必要がある。    

ただし、複数の患者や医療器材を被災した医療機関から病院船まで円滑に運び出すことができ

るか等の検証は必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

第3章 感染症対応における病院船の位置付け 

本章では、病院船が感染症対応を行う場合の基本的な考え方、対象患者、役割・有効性につい

て整理する。 

 

1. 基本的な考え方 

大規模な感染症が発生した際に必要となる医療は、陸上の医療機関において提供されることが

原則となる。病院船では、陸上の医療機能等を補完する形で活用する。このため、病院船におい

て、感染症の診療に必要な各機能（診察、検査、検査結果を踏まえた外来診療、入院診療等）を完

結して保有する必要はない。 

また、災害と感染症が同時に発生している状況では、生命の安全の確保が優先であることから、

災害対応を中心に対応することとなる。一方で、病院船に受け入れた被災者の中から、感染症の

陽性者が出た場合には対応を行えるよう、災害対応を中心としつつも、一定の人員・設備は整備

しておくことが必要である。 

 

2. 対象患者 

感染症の患者は、重症度に応じて人工呼吸器や ECMO 装着を必要とする重症患者、酸素投与が

常時必要な中等症患者、および軽症・無症状陽性患者に区分される。 

上記のうち、病院船内では医療機器の制約や、船内の振動の問題等から重症患者の診療を行う

ことは困難である。そのため、病院船での受け入れ対象となる患者は、中等症患者か軽症・無症

状陽性患者となる。 

なお、感染症を疑う患者の受入れにあたっては、陽性患者、疑い患者、検査結果未確定・陰性

患者、医療従事者などの間で感染拡大防止のための複雑なゾーニングが必要になることから、例

えば、陸上で陽性が確定した中等症患者、軽症患者及び無症状陽性患者のみを病院船で診療等を

行うことが考えられる。（陽性患者のみを病院船に乗船させる場合は、患者と医療従事者間のゾー

ニングを行えば良い。） 

 

3. 病院船の役割・有効性 

（１） 病院船の役割・有効性 

新型コロナウイルス感染症のような大規模な感染症が発生した際には、国内の医療機関におい

て感染症患者の診療を行う病床が逼迫する可能性がある。実際に、新型コロナウイルス感染症で

は、宿泊施設を用いて宿泊療養が行われている。このため、陸上の宿泊療養施設が確保できない

場合において、病院船を中等症や軽症・無症状陽性患者を受け入れる宿泊療養施設として活用す

る可能性がある。 

 

（２） 病院船で対応を行う感染症の種類 

感染症は感染経路別に分類すると、空気感染、飛沫感染、接触感染に分類される。空気感染は、

病原体を含む飛沫の水分が蒸発したのち 5 ミクロン以下の飛沫核（エアロゾル）となり空気の流

れにそって広く拡散し、この飛沫核を吸引することで感染する。空気感染の感染症に病院船で対

応するためには、患者をケアする際は N95 粒子用マスクの着用が必要となり、病室管理において
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図表 感染症の分類（感染経路別）の対応策 

は、独立空調で陰圧管理ができる個室が原則となる。また、空気を外部へ排出する前や再循環前

にダクト回路内に HEPA フィルターを設置することが必要となる。 

飛沫感染は、病原体を含んだ大きな粒子（5 ミクロンより大きい飛沫で、咳・くしゃみ・会話等

により発生）が拡散し、他の人の鼻や口の粘膜あるいは結膜に接触することによって感染する。

飛沫感染の場合は、ベッド間隔は 1m 以上離し、カーテン等の障壁を設置する等の対応が必要で

ある。 

接触感染は、感染源に直接接触した手や体によって感染する場合（直接接触感染）と、汚染さ

れた媒介無生物（器具、リネンなど）を介して感染する場合（間接接触感染）とがある。 

飛沫感染、接触感染の場合は、病室管理においては、独立の換気システムは一般に不要である。

なお、新型コロナウイルスについては、室内の密集した空間等でのエアロゾル感染の可能性も報

告されており、換気については留意が必要となる。 

空気感染、飛沫感染、接触感染等に関係なく、個室にて患者の治療を行う場合は、患者の容態

が確認するため、例えば透明のガラスの壁面を用いた“見える個室”にすることや、監視カメラ

の設置を行うなど、患者の容態を確認できるような工夫を行うことが必要となる。 

上記を踏まえて、病院船が未知の感染症への対応を行う場合を考慮して、空気感染を前提とし

て各種設備やスタッフの準備が必要となる。 

 

 

 

      出所：CDC 隔離予防のためのガイドライン 2007 

 



15 

 

第4章 病院船に求められる機能と必要な設備 

 本章では病院船が災害医療や感染症医療においても求められる役割を果たすために、必要な設備

について医療設備と船舶設備の観点から整理する。 

 

1. 医療設備 

第 2 章、第 3 章で検討したように、病院船では重症患者を受け入れることが難しいと考えられ

るため、ICU は整備せず、軽度の外傷や中等症患者への治療に必要な機材、具体的にはレントゲ

ン、エコー、CT、および簡易な外科手術を行うための医療器材を搭載する。また、レントゲンや

エコーについてはポータブルの機材を活用し、CT についても予め船舶に搭載するのではなく、

CT を搭載した車両の活用を行う。MRI については、不要と考えられる。 

また、被災状況により、クラッシュ症候群に伴う緊急透析や慢性透析患者に対する限定的な透

析を実施する可能性があることから、透析診療を行う設備については搭載をすることが望ましい。 

図表 病院船への搭載が想定される医療機器（例） 

 

 

2. 船舶設備 

（１） 患者搬送のために必要な船舶設備 

 船舶設備については、国土交通省が中心となって検討を進めており、患者搬送の観点として、

①患者の搬入、搬出に関する設備（ヘリポート、ランプドア等）、②船内外の通信システム（船舶、

航空無線、インターネット、衛星通信等）についての観点が挙げられている。 

このうち、①患者の搬入、搬出に関する設備については、医療搬送の観点から本調査、検討業

務においても検討を進めている。具体的には、ドクターヘリ（BK-117 等）に加えて、大型（CH-

47 等）、中型（UH-60J 等）のヘリコプターの運用が可能なヘリパッドの設置、病院船の接岸時に

救急車や緊急車両、医療モジュール・コンテナ等の直接乗り入れが可能なランプドア等について

は設置の必要がある。 

加えて、病院船内での患者搬送を円滑に行う観点から、ストレッチャー、ベッド等がそのまま

搭載可能な医療用エレベーターの設置、陸上の医療機関と同程度の幅を有する通路の確保が必要
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である。  

 

（２） 感染症対応のために必要な船舶設備 

一般的な船舶の換気・空調システムは各客室で共通の設計となっているが、感染症対応として

は、客室ごとに独立した換気・空調システムを整備することや、前室を設け、病室の空気が廊下

に流出しないようにする必要がある。また、HEPA フィルターなどの医療用フィルターを空調機

に装着する等の対応も必要となる。加えて、船内のレイアウトは、患者の容態が管理しやすいよ

うにオープンスペースの病床を整備することや、患者の容態を確認できるようモニタリングシス

テム（監視カメラ等）を整備する必要がある。 
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第5章 医療モジュール・コンテナの活用 

医療モジュール・コンテナとは、コンテナ等の中に医療資機材を搭載することにより、医療機

能を運搬可能にするためのものである。既存の医療モジュール・コンテナとしては、自衛隊の移

動式医療システムおよび野外手術システム、並びに日本赤十字社の国内型緊急対応ユニット

（dERU）がある。 

図表 既存の医療モジュール・コンテナ（自衛隊、日本赤十字社） 

 

既存の医療モジュールに加えて、病院船の運用にあたっては患者の搬入、搬出時に患者の状態

をトリアージする必要性があると考えられることから、治療の観点に加えて、トリアージの観点

を持った医療モジュール・コンテナ（仮称：トリアージモジュール）の開発、搭載の検討が必要

である。 

既存の医療モジュールは、提供する医療機能を１つのパッケージとして完結できる形となって

いるが、病室、検査、治療等の求められる機能に応じた小型の医療モジュールの開発も進んでい

る。小型の医療モジュールの多くは、機能に特化していることから比較的小型であり、機動的な

運用を行える可能性がある。 

  

自衛隊「移動式医療システム及び自衛隊の野外手術システム」 日本赤十字社「国内型緊急対応ユニット（dERU）」
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図表 小型の医療モジュール（例）（検査室、CT） 

 

 

図表 小型の医療モジュール（例）（陰圧病室、集中治療ユニット） 

 

 

医療機能を装備した病院船を建造する場合、医療設備は建造してから 20 年から 30 年も経過す

ると陳腐化することは避けられないと考えられるが、医療モジュール・コンテナの場合は、新た

な医療機器の必要性に応じた対応が可能である。また、必要な医療支援の内容に応じた医療モジ

オフグリッド型簡易PCR検査室（EMCcore社）

特徴 用途（想定）

• インフラが整っていない地域
や場所でも、設置したその
日から稼働可能である。

• コンテナを活用することで、
移設や移動、増設が容易で
ある。

• PCR検査室だけでなく、発

熱患者等専用の診察室とし
て利用可能である。

• 検査、診察に必要な発電、
吸排気、トイレ等を備えてい
る。

• 病院や医療施設の敷地内に
設置し簡易検査室として使
用する。

• 公園や大規模駐車場などの
公共スペースに設置して簡
易検査室として使用する。

• 上記場所に置いて簡易診察
室として使用する。

医療コンテナCT（キヤノンメディカルシステムズ社）

特徴 用途（想定）

• インフラが整っていない地域
や場所でも、設置したその
日から稼働可能である。

• コンテナを活用することで、
移設や移動、増設が容易で
ある。

• ISO規格のコンテナに対応し
た設計となっている。

• 病院や医療施設の敷地内に
設置しCT検査室として使用
する。

• 公園や大規模駐車場などの
公共スペースに設置してCT

検査室として使用する。

• へき地、隔絶地域等におけ
る巡回診療等に使用する。

陰圧病室・治療室コンテナ（ピースノート・ヴィガラクス社）

特徴 用途（想定）

• インフラが整っていない地域
や場所でも、設置したその
日から稼働可能である。

• コンテナを活用することで、
移設や移動、増設が容易で
ある。

• 検査、診察に必要な発電、
吸排気、トイレ等を備えてい
る。

• 病院や医療施設の敷地内に
設置し簡易診察室として使
用する。

• 公園や大規模駐車場などの
公共スペースに設置して簡
易診察室として使用する。

集中治療ユニット（CURA）（カルロ・ラッティー・アソシエテ社）

特徴 用途（想定）

• インフラが整っていない地域
や場所でも、設置したその
日から稼働可能である。

• コンテナを活用することで、
移設や移動、増設が容易で
ある。

• ISO規格のコンテナに対応し
た設計となっている。

• 設計図が公開されており、
各ユーザーにおいて作成と
運用が可能である。

• 主にICU、CCU機能を簡易
に追加して運用する。

• 隔離診察室、治療室として
活用する。

• 主に重傷の呼吸器疾患を考
慮した設計となっていること
から、呼吸器疾患での使用
が想定される。
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ュール・コンテナの搭載により、機動的な病院船の運用が可能となる。医療モジュール・コンテ

ナであれば、船舶に予め医療器材を搭載することに比べ、最新の設備に更新することも容易であ

る。 

加えて、医療モジュール・コンテナは、陸上で展開して活用することも可能であるため、各都

道府県に整備しておき、災害時には、被災地にある医療モジュール・コンテナは陸上で活用し、

被災地外にある医療モジュール・コンテナにおいては、病院船に搭載して活用するといったこと

も考えられる。 

 運用にあたっては、医療モジュール・コンテナの保管場所や、どこの港湾等で積載を行うか（発

災地域に応じて検討）等について、事前に詳細に計画しておくことが重要である。 

 

図表 自衛隊が保有するユニットの一覧と一般的な医療機関における部署との関連図
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第6章 病院船の人員数 

本章では、病院船が被災地において十分に役割を果たすために必要な人員数について、被災地

で医療を提供する医療従者、船舶を運行する運航要員、2 つの視点から整理する。 

 

1. 医療従事者 

◼ 前提条件 

医療従事者の人員数に関しては、条件によって必要な人員数が大きく変動するため、前提を置

き必要な人員数のシミュレーションを実施した。また、算定にあたっては、患者フロー（搬入、

処置・治療、搬出）を踏まえて病院船の運用に必要な人員数の算定を行った。その上で、検討会

において議論を実施した際には、病院船において治療を想定する患者像に応じて必要な人員数が

異なることが指摘された。具体的には、重症患者の治療においては軽症、中等症に比べて多くの

医療従事者が必要となること、感染症対応を想定すると、現状では、約 2 倍の医療従事者が必要

となるとの意見が示された。 

 

図表 人員シミュレーションの前提 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

図表 人員シミュレーションの考え方

 

◼ 処置・治療に必要な人員数 

処置・治療に必要な人員数の算定にあたっては DMAT の構成（医師：看護師：業務調整員＝

1:2:1）と救命救急センターの勤務体制※（医師：看護師＝1:5）を参考に算定を実施した。ベース

となる医師の人員数は 50 床で最低 5 名は必要との検討会での議論を踏まえると、DMAT の構成

では、医師 5 名、看護師 10 名、業務調整員 5 名の計 20 名が必要となり、救命救急センターの勤

務体制では、医師 5 名、看護師 25 名、業務調整員 5 名の計 35 名が必要となる。DMAT の構成と

救命救急センターの勤務体制との中間値が、中等症の患者を主な対象とする病院船においては適

切な人員数であるとの検討会での議論を踏まえると、処置・治療に必要な人員数は 50 床で 20 名

～35 名と算定される。 

 

※救命救急センターの医師・看護師の構成比は以下の資料をもとに医師：看護師=1:5 と算定 

図表 救命救急センターの医師・看護師数の構成 

 

出所：日本建築学会計画系論文集 第 79 巻 第 698 号 2014 年 4 月：救命救急センターの運営体制と施設構成利用実態に関する考察 
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◼ 搬入・搬出に必要な人員数（搬送班） 

患者の搬入・搬出対応を行う人員として搬送員が必要となるが、患者 1 人に対して 4 人の搬送

をすることを想定すると、ヘリコプターでの患者搬送人数は 1 回あたり 2-3 名であることから約

12 名の搬送員が必要となる。医師・看護師・業務調整員は搬入・搬出業務には専属としておかず、

必要に応じ治療・処置にあたる医師・看護師・業務調整員が同行することで対応を行う。 

 

◼ 本部機能に必要な人員数 

本部機能として、これまでの各種災害対応及び救命救急センターでの治療に必要な人員数を元

に検討を行った結果、搬出先と患者に関する調整や患者の状態の治療側への情報共有等を行う医

師が 4 名、医師の業務を支援する看護師が 4 名、調整本部としての各種記録や情報管理、および

薬剤の管理（薬剤師）等を行う業務調整員が 20 名、合計で 28 名の人員数が必要となる。 

 

◼ 病院船を運用するにあたって必要とされる医療従事者数 

上記の算定結果より 50 床において、日勤のみで 60 名～75 名、100 床では 114 名～144 名とな

る。災害時であるため三交代制までは想定しないが、二交替制を前提にすると、50 床で 108 名～

138 名、100 床で 210 名～270 名の人員数が必要となる。また、透析患者の対応など、通常の中

等症患者の対応を超える範囲の対応をオプションとして行うことを検討する場合は人員が更に必

要となるが、交替制で控えている人員の中から追加することを想定する。 

 

◼ 感染症の専門医の必要性 

感染症対応という観点からは、一般的な医師であれば一定程度の感染症対応は行うことは可能

であるが、未知の感染症への対応等においては、病院船内において感染症に関する専門的な判断

が必要となることも想定されるため、感染症の専門医も確保しておくことが望ましい。ただし、

災害時に港湾の環境から接岸が難しく、洋上でのヘリコプターでの搬送しか行えない場合は、医

療従事者の搬送にも制約があるため、災害時の患者の治療において広範な対応が可能な「総合

医」であることが望ましい。 
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図表 人員数シミュレーション（二交替制） 

図表 人員数シミュレーション（50 床、100 床） 

 

 

 

 

2. 船舶要員 

船舶の運用を行うために必要な船内組織として、主に操船、車両、搭載物の積み下ろし、船体

の保全を行う「甲板部」、主に機関の運用、ボイラー等の運転保守を行う「機関部」、客船におい

て旅客サービスを行う「船客部」の 3 つが挙げられる。この船内組織は、船長をトップとして旅

客定員 600 名から 850 名に対して、約 20 名から 35 名程度（20,000 トン級のフェリーを運航す

るだけなら船長以下法定の船舶職員 8-10 名、甲板長以下部員 12-15 名程度、合わせて 25 名以下

で運航が可能で、その他は乗客のためのサービス要員）の人員で運営されている。ただし、いわ
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ゆるクルーズ船においては、複数のレストランや売店等の旅客向け設備の充実に伴い、この対応

を行う要員として 100 名以上船客部の人員数が増加する。 

船舶要員の勤務は、客船、貨物船によっても異なるが、客船では、18 日から 20 日の連続乗船

ののち、10 日から 12 日程度の休暇を取るサイクルで運用されている。1 日のうちでは、24 時間

体制で船舶の運用を行う観点で 8 時間勤務の交代制勤務で運用されている。（「図表 船内組織およ

び勤務体制」）。 

既述の通り、一般的な客船の組織においては、約 20 名から 35 名程度の運航要員が必要とされ

ることから、運航要員の勤務形態を医療従事者と同様に２交代制を前提とした場合は、約 40 名か

ら 70 名程度の人員が必要と想定される。 

 

図表 船内組織および勤務体制 

 

 

 

  

 

3. 人員の確保 

 第 6 章 1 でも記載している通り、現在災害発生時における応急処置・安定化、広域搬送等の主

な任務は DMAT が中心的に実施しており、今後の災害発生時においても DMAT の活躍が期待さ

れる。このため、被災状況および全国からの応援状況によるが、DMAT が病院船の要員として活

動することが期待される。 

一方で、病院船運航期間中常時 100 名近くの人員を DMAT のみで確保することは難しい。第 6

章 1 では 50 床-100 床規模の病院船の運用に必要な医療従事者数をシミュレーションしており、

50 床規模でも 108 人～138 人の人員が必要と示されている。例えば、DMAT は令和 2 年 7 月豪

雨の対応では、1 ヶ月の派遣期間合計で約 500 名の隊員が被災現場に出動しているが、病院船が

必要となる災害発生状況においては、陸上の医療機関等に DMAT が大量に必要となることを踏ま

えると、上記の人員を DMAT だけで担うことは困難である。このため、医師会等の医療関係団体

出所：国土交通省「船員の働き方改革」検討資料から抜粋 出所：日本船主協会海と船の Q&A、 公益財団法人日

本海事広報協会データ集、国土交通省「内航船員の労

働実態調査結果」より抜粋 

 



25 

 

等からも協力を得る必要がある。次の図表において、災害時における被災地外からの医療・保健

に関わるチームを例示しているが、DMAT に加えて、JMAT、AMAT、日本赤十字社や国立病院

機構の協力が想定される。JMAT 等の組織においては、構成員には開業医も多いことから、休業

補償の対応等も検討する必要がある。また、協力の要請にあたっては、派遣要請期間を明確にし

ておくなど、派遣要請に応じやすい環境を事前に整備しておくことが重要である。 

人員シミュレーション結果は最低限の人数を想定しており、感染症への対応や透析などの対応

を病院船で実施する場合は、より多くの医療従事者が必要となる。特に感染症の対応においては、

個室が必要と考えられるが、個室にいる患者の様子を確認できることが重要であり、監視カメラ

や「ガラス越しに見える個室」等の船舶設備が必要であることから看護師の数も 2 倍程度の増員

が必要であると想定される。 

なお、仮に 500 床規模の病院船運用では、必要な医療従事者数がさらに増加する。500 床規模

の病院船の運用には 1000 名近くの医療従事者が必要と考えられ、規模が大きければ大きいほど

医療従事者の確保が困難となる。 

 

図表 災害時における被災地外からの医療・保健に関わるチームの一例 
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4. 人員の養成 

病院船での主導的な役割が期待される DMAT は、厚生労働省の実施する研修により人員の養成

が行われ、令和 2 年 4 月１日現在で、15,544 名、1,746 チームが研修修了済である。病院船の人

員を確保するためには、災害時に医療活動が可能な医療従事者の絶対数を増やすことが必要であ

り、今後も継続して DMAT 等の災害時に被災地において医療活動が行える人員を養成してくこと

が重要である。 

加えて、医療従事者への船舶に関する研修や運航要員への基礎的な医療知識に関する研修を行

うこと、及び医療従事者と運航要員間の連携の訓練等を行うことが、病院船を円滑に運用するた

めには重要である。 

なお、今回の検討においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、医師会等へのインタ

ビューによる調査は実施できなかったが、JMAT 等との連携を含め、病院船の要員をどう確保、

養成していくかについては、医師会等との医療関係団体とも今後具体的な議論を進めていく必要

がある。 
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第7章 病院船への搬入・搬送手段 

本章では、病院船への患者搬送手段について、着岸した状態で救急車等を利用した患者搬送、

ヘリコプターを使用した洋上における患者搬送方法の 2 つの視点から整理する。 

 

1. 着岸した船舶での患者搬送 

病院船が着岸して広域医療搬送拠点（SCU）からの患者搬入、災害拠点病院等、陸上の医療機

関への患者搬送を行う場合は救急車両の利用が考えられる。救急車両は陸路が寸断されていない

限り 24 時間昼夜を問わず患者の搬入・搬送が可能である。一方で、災害発生時は港湾に流木や瓦

礫等の被災物が散乱していると想定され、津波等の災害が生じた際には港湾の啓開が必要となる。 

具体的な搬入・搬送方法は、広域医療搬送拠点あるいは災害拠点病院の調整本部と病院船の本部

機能を務める医師間で患者情報（症状等）を共有する。その情報を基に搬入対応を行うユニット

では搬入や処置・治療の準備を実施する。救急車両で患者を搬入・搬送する場合は、直接病院船

に乗り入れるため、そのための車両用のスロープが設備として必要である。 

また、救急車両での患者の搬送・搬入は車両 1 台に対して患者 1 名であることも想定されるた

め、多くの車両が病院船に乗り入れることを想定し、車両甲板は乗り入れ台数を踏まえたスペー

スの確保が必要である（通常フェリーは出入港する港を想定し、その設備に合わせてランプの数、

配置を決めており、汎用性を持たせる為には、少なくとも船首尾部両舷、4 箇所以上必要）。 

 

2. 洋上での患者搬入・搬送 

災害により陸上の交通手段が寸断されている場合においては、ヘリコプターを活用した患者搬

入・搬送が有効な手段である。また、ヘリコプターは病院船内で容態が急変した患者を迅速に災

害拠点病院等（広域搬送含む）へ搬送が可能な点からも優れている。ただし、荒天時や夜間は運

用できないため、救急車両を利用した患者搬入・搬送に比べると運用が限定される。 

具体的な搬入・搬送方法は、広域医療搬送拠点あるいは災害拠点病院の調整本部と病院船の本

部機能を務める医師間で患者情報（症状等）を共有する。その情報を基に搬入対応を行うユニッ

トでは搬入や処置・治療の準備を実施する。ヘリコプターで患者を搬入・搬送する場合は、ヘリ

ポートが船舶の設備として必要である。使用するヘルコプターは UH-60 程度の規模で 1 機に対

して患者 2-3 名を想定している。（「図表 接岸・洋上における患者搬入・搬送方法の概要」） 

ヘリコプターを利用した患者の搬入・搬送訓練は過去の大規模災害時の船舶活用に係る実証訓

練でも平成 25 年度に南海トラフ地震を想定した海自輸送艦しもきたを使用した実証訓練や、平

成 27 年度首都直下地震を想定した海洋大練習船海鷹丸、海自護衛艦いずもを使用した実証訓練

が行われているが、引き続き訓練が必要である。 

患者の搬送にあたっては、自衛隊や海上保安庁のヘリコプター以外に、ドクターヘリの活用も

考えられる。航空法上の規定に従い、病院船にヘリデッキが設置されている場合は、ドクターヘ

リでも一定程度の訓練を行えば、病院船に着陸し、患者の搬送を行うことは想定される。しかし

ながら、ドクターヘリは年間 300 件以上出動しており、供給能力も限定される中で、慣れない船

舶への搬送のために積極的に活用する理由を見出すことは困難であるため、自衛隊や海上保安庁

のヘリコプターによる搬送を前提とすることが望ましい。 

ヘリデッキを設置するには進入表面等、航空法上の規制もかかってくるので配置設計上の制約
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となる。病院専用船ならば十分可能であるが、兼用船で通常は乗客のプロムナードデッキ等多目

的使用を考慮すると十分な設計検討が必要となる。 

 なお、洋上における患者搬送・搬出については、小型船に用いる方法も考えられるが、船舶間

の移動の際に自力で歩行ができない患者もいると想定され、移動には危険を伴うことから、患者

搬送・搬出方法として適切ではない。 

 

図表 接岸・洋上における患者搬入・搬送方法の概要 
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第8章 病院船の規模・種類 

 本章では第 2 章から第 7 章での検討事項を踏まえ、病院船に必要とされる規模・種類について

整理する。 

 

1. 病院船の規模 

病院船運用時に接岸することとなる港湾は、その役割によって 7 種類に大別される。病院船の

運用にあたっては、船舶の離着岸、物資・器材の陸揚げ、人員の移動等が滞りなく実施できるこ

とが必要であり、この観点から区分中の重要港湾以上に指定されている港湾を利用することが想

定される。（「図表 港湾の分類」） 

船舶が離着岸できる港には、様々な規則が定められているが、そのうち病院船の規模を検討す

る際に重要な観点が喫水（船の最下面から水面までの垂直距離）である。船舶の排水量に比して

喫水が深くなることが一般的であり、病院船の規模を大きくした場合、利用できる港に制約を受

ける可能性がある。重要港湾では、岸壁等の条件により、3000 トン、喫水 4.3m 程度以上の船舶

での運用が目安となる。（「図表 港湾の喫水と総トン数の標準値」） 

過去の病院船検討にあたっては、500 床程度の規模を有する船舶の検討も行われ、2 万トン程度

の船舶が示されているが、喫水も 7m 以上必要となることが想定され、港の利用に制約を受ける。

そのため、着岸できない場合は、救急車両の直接の乗り入れ等による搬送・搬入が行えないため、

洋上に漂泊し、ヘリコプターのみでの搬送となることから、病床数に対して、搬送できる患者の

数が限定されるために余剰が生じるという課題も想定される。それに対して、50-100 床程度の船

舶の規模であれば、着岸可能な港湾も増加するため、救急車両の乗り入れ等、搬送・搬入の選択

肢も増加する。 

図表 港湾の分類 

 

出所：国土交通省ホームページ「日本の港一覧」より引用 

区分 概要 喫水 対象港湾（抜粋）

国際戦略港湾 重要港湾のうち東アジアのハブ
としての機能を目標とする港湾 10.0m～

• 東京港
• 横浜港
• 大阪港 等 5港

国際拠点港湾 重要港湾のうち国際海上網の拠
点として特に重要な港湾

10.0m～

• 苫小牧港
• 新潟港
• 名古屋港
• 広島港
• 博多港 等 18港

重点港湾 重要港湾のうち国が重点的に整
備、維持する港湾 5.5m～

• 函館港
• 金沢港
• 舞鶴港 等 43港

重要港湾 国際、国内の輸送拠点として国
が整備を行う港湾

5.5m～

• 稚内港
• 松山港
• 岡山港
• 境港
• 高知港
• 那覇港 等 102港

その他重要港湾 国際、国内の輸送拠点としての
役割を担う港湾

56条港湾 港湾区域の定めが無く、都道府
県知事が港湾法第56条に基づ
いて公告した水域

1.5m～
• 浜頓別港
• 小浜港
• 小高島港 等

避難港 小型船舶が荒天、波浪を避けて
一時停泊するための港湾 －

• 松前港
• 下田港
• 輪島港 等
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図表 港湾の喫水と総トン数の標準値 

出所：高知県港湾利用統計より抜粋 

 

第 6 章で述べた通り、50 床規模で 108 名～138 名の医療従事者が必要となることから、500 床

となると、人員の確保は困難であると考えられる。DMAT 等の医療チームの支援を受けることを

想定した場合でも、病院船の活用は災害時であり、各災害地域においても、DMAT は派遣される

ことから、病院船にそれだけの人員を派遣することは困難である。 

病院船の運航要員に加えて、多数の医療従事者の確保は相当困難であることが想定されること

から、離着岸できる港を多くすることも含めて考えると、病床数は最大で 100 床程度が適当であ

ると考えられる。ただし、搬入・搬出手段としてヘリポートでの搬送や救急車の直接の乗り入れ

等が必要なため、病床数は 100 床程度とするものの、ヘリデッキや車両甲板を整備可能な船舶の

規模にする必要はある。 
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図表 病院船の規模に応じたメリット・デメリット 

 

 

2. 病院船の種類 

病院船として考えられる既存船舶の種類には、フェリー、客船、RO-RO 船、小型高速船などの

民間で運営する船舶、および自衛隊が運営する艦艇（護衛艦）の５つが想定される。 
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 病院船としての活用を考慮した場合、一定程度の人数の患者および医療従事者を収容できる客

室、救急車、支援車両等が直接船舶に乗り入れることが出来る車輛甲板等の設備が必要になると

考えられることから、フェリーベースを中心に検討を進めることが望ましい。 
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第9章 平時の活用方策 

 本章では病院船の平時の活用方策について整理した。 

 

1. 離島への巡回医療 

 病院船の平時活用策の一つとして、離島等への巡回医療船としての活用可能性について検討し

た。検討の方法として、既存事例の調査を実施し、調査の中で得られた情報を基に、病院船で実

現可能性の検討を行った。 

 

（１） 既存事例調査：瀬戸内巡回診療船 済生丸 100 

◼ 船舶諸元 

 船舶の諸元は下記図表の通りであり、全長 33m・総トン数 180 トンの小型船舶であり、医療設

備に関しては、各種検査機器は搭載しているものの、入院病棟はない。（「図表 済生丸 100 の主要

諸元と医療設備」） 

 

図表 済生丸 100 の主要諸元と医療設備 

 

◼ 平面図 

次に「済生丸 100」の配置図を示す。患者診療を行うフロアと医療従事者のスペース別の階に

設置されており、上甲板上には、運行要員のスペースの他、更衣室・休憩室等の医療従事者用の

スペースが配置されている。 

上甲板下には、患者診療・検査のため、問診室、検査室、処置室の他、食堂や洗濯室等の栄養・

衛生部門が配置されている。 

通常の客船と比較して、廊下が広めに作られていることが特徴である。（「図表 済生丸 100 の

平面図」） 

 

 

 

33m

7m

180トン

12.3ノット

船員5名、診療班（医師、薬剤師、保健師、看護師、放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、管理栄

養士、ＭＳＷ，事務職員）12名、その他12名

レントゲン室 胃部透視撮影装置、一般撮影装置(胸部、整形外科等)、乳房撮影装置、画像ビューア

臨床検査関係

超音波検査装置(腹部、頚部、乳房、膣等対応)、超音波検査装置(ポータブル型)、生化学自動分析装

置、ヘモグロビンＡ1Ｃ測定器、自動血球計数装置、血圧脈波検査装置、卓上遠心機、解析付き心電

計、スパイロシフト(肺年齢計)

一般診療用

自動血圧計、全自動身長体重計、卓上血圧計(水銀血圧計)、聴診器、打腱器、体温計、婦人科電動検診

台、超音波骨密度測定装置、無散瞳型眼底カメラ、眼圧計、簡易視力計、オートレフラクトメーター、

スリットランプ、顕微鏡、東大式照明灯、額帯鏡

病床 入院病床なし

その他
携帯用酸素吸入器、ＡＥＤ、体重計(体脂肪計)、卓上型高圧蒸気滅菌器、薬用保冷庫、冷水器、液晶デ

ジタルテレビ、DVDレコーダー、BS放送受信機

全長

型幅

最大搭載人員

医療設備等

総トン数

航海速力
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図表 済生丸 100 の平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ 活動 

活動１：瀬戸内海島しょ部での診療活動・健診 

岡山県・広島県・香川県・愛媛県の 63 の島々を巡回して診療・健診を行っている。岡山県・広

島県・香川県・愛媛県にある 7 つの済生会病院のスタッフが持ち回りで乗り込み、医師、薬剤師、

保健師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、管理栄養士、MSW、事務職員が

4 名から 12 名程度で年間延べ約 9,000 人の診療・健診を行っている。（「図表 各年度の診療活動

実績（過去 5 年度分）」） 

 

図表 各年度の診療活動実績（過去 5 年度分） 

年度 診療島しょ延数（島） 受診延人員(人) 

令和元年度 169 7,115 

平成 30 年度 177 7,468 

平成 29 年度 191 8,275 

平成 28 年度 184 8,656 

平成 27 年度 201 9,185 

 

活動２：医療従事者の地域医療研修の場 

岡山支部では岡山済生会看護専門学校 3 年生の「済生丸 100」での看護実習の受入れや、他県

洗濯室

浴
室

食堂

第二問診
室

第一問診室

第二診療室

第一診療室処置室

検査室

第一待合室

検血室
医療
器具
倉庫暗室

休憩室

更衣室
船長室



35 

 

済生会の看護学生の済生丸見学会などを毎年行っている。 広島、香川、愛媛県各支部でも大学な

ど多職種の医療従事者の受け入れや、医学生や看護学生などへの研修の場の提供など、地域医療

を担うスタッフの育成に協力している。 

 

活動３：災害救援活動 

阪神・淡路大震災の際に、済生会の医師、看護師等がチームを組んで 41 日間にわたり災害救援

活動を行った。災害外救援活動を開始した当初は岡山と神戸の間をピストン運航していたが、陸

路が開通にするに伴い、船はスタッフの宿泊所として使用された。 

 「済生丸 100」は平時は診療・健診活動を続けながら、今後想定される南海トラフ地震等の際

に救援活動を担うことも視野に入れている。 

なお、災害時の患者受け入れは実施しておらず、救援物資や医療従事者の搬送のみの活動となっ

ている。 

 

◼ 活動実績 

「済生丸 100」は、小型船舶であるという特徴を生かし瀬戸内海を中心とした 11 箇所の港に定

期的に停泊し活動を行っている。出動日数は約 200 日程度であり、待機や移動も含む配船日数は

300 日以上と稼働率は高い。(「図表 活動・稼働率実績（過去 10 年度分）」および「図表 済生丸

100 の停泊場所」） 

なお、「済生丸 100」の運航は、原則として日帰りでの運航となっており、船内や島しょでの宿

泊は行っていない。 

 

図表 活動・稼働率実績（過去 10 年度分） 

年度 

診療島しょ人

口 

(人) 

配船日数 

(日) 

出動日数 

(日) 

走航距離 

(㎞) 

診療島しょ延

数 

(島) 

受診延人員 

(人) 

令和元年度 17,243 341 207 14,185.40 169 7,115 

平成 30 年度 17,603 341 201 14,022.40 177 7,468 

平成 29 年度 18,097 345 211 14,635.70 191 8,275 

平成 28 年度 18,484 347 211 14,365.90 184 8,656 

平成 27 年度 20,084 346 216 17,288.10 201 9,185 

平成 26 年度 20,616 340 217 16,752.30 200 9,112 

平成 25 年度 21,669 316 211 14,978.60 179 9,454 

平成 24 年度 21,942 336 217 14,545.80 194 9,435 

平成 23 年度 24,106 342 231 15,285.60 199 10,242 

平成 22 年度 24,183 332 214 14,074.20 188 10,395 
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図表 済生丸 100 の停泊場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 病院船への応用可能性の検討 

上述のように、「済生丸 100」は瀬戸内海に停泊可能な小型船舶であり、病院船の規模が大きく

なるほど、同様の活動は難しいことが予想される。 

また、巡回医療のニーズの観点からも、済生丸は岡山・広島・香川・愛媛の四県で使うほどの

需要しかなく、国と活動地域四県の補助金に頼って運営している状況と有識者から言及され、大

型の病院船については、へき地の診療に使うのは非現実的であるとの意見がなされた。 

 

2. 災害医療訓練船 

病院船における医療機能としての訓練、教育の役割は大きく 3 つに大別される。１点目は、病

院船の活用に直接関わる人材（病院船で医療を提供する可能性のある医療従事者）への病院船で

の活動を想定した訓練である。関連して、災害拠点病院、DMAT 等の既存の災害医療を提供して

いる組織、機関と連携して災害発生を想定した実動訓練を継続して実施することも考えられる。

平成 25 年～平成 30 年にかけて船舶を活用した「災害時多目的船に関する実証実験」等の結果で

整理された課題を踏まえた検討を行うことにより将来的に具体的な訓練プログラムの開発が行え

ると考える。また、災害医療に関する訓練プログラムは、DMAT の隊員養成研修、技能維持研修

におけるマニュアル、ファシリテート等を参考とすることを想定する。具体的な訓練の実施に当

たっては、訓練に必要な患者シミュレーター、訓練用資機材の追加が必要となる。 

 

 

 

 

 

済生丸の停泊場所

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 愛媛県　宇和島港

愛媛県　西条港

愛媛県　今治港

愛媛県　松山港

香川県　高松港

広島県　三原港　古浜岸壁

広島県　呉港　川原石桟橋

岡山県　日生港

岡山県　笠岡港

岡山県　水島港

岡山県　新岡山港
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図表 平成 25 年度～29 年度の実証実験結果（概要） 

 

 2 点目は、病院船と陸上との患者搬送、情報連携に関連する自衛隊、港湾関連組織、公共団体等

との連携訓練である。患者のスムーズな搬送のために、陸上の病院、調整機関、搬送、病院船が

緊密に患者情報やそれぞれの組織のおかれた状況について情報連携を行うことは必須であること

から、この連携に関する訓練を行う必要がある。 

 3 点目として、病院船の直接的な運用とは一部離れる部分があるが、将来の災害医療に関連す

る医療人材の育成、病院船への国民等への幅広い理解を得る観点から、教育機関との連携を図っ

た教育プログラムの実施が考えられる。 

 具体的には、医療系や災害関連の学部の学生への実習、1 点目で挙げた実動訓練への参加、中学

生、高校生への船内見学や実習等が想定される。病院船を長期的に安定して運用するために、病

院船の運用に支障を来さない範囲で関連する人材育成に協力することも検討する。 

 

3. 訪日外国人に対する検診（健診）サービスの提供 

近年、医療インバウンド（日本の病院で外国人の受入れを促進する取り組み）が注目を浴びて

いるため、平時の活用方策として訪日外国人の検診（健診）サービス提供の可能性について検討

を行った。2019 年の観光庁の調査によると、検診（健診）を目的に日本に訪れる訪日外国人は全

体の 0.15％の割合に留まっている。また、近年においては、国内の医療機関における外国人患者

の受入れ意向が増加傾向にあることから病院船での検診（健診）を敢えて選択する必然性は低い

と考えられる。加えて、新型コロナウイルス感染症の収束後においても、大きく減少した訪日外

国人数が回復し、反転する見通しは立てにくい状況であることから、訪日外国人に対する病院船
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での検診（健診）サービスの提供については、病院船の平時の活用を賄うほどの需要は期待でき

ないと考えられる。 

 

図表 訪日外国人の来訪目的および国内医療機関における外国人患者の受入れ意向 

      出所：観光庁 訪日外国人消費動向調査（2019 年） 

 

4. 平時の医療機関としての活用 

医療機関における規模別の収支状況は以下の図表の通り、純粋な医療事業のみでは利益はマイ

ナスであり、規模が大きくなるにつれて赤字幅も膨らむこと、また、災害時には窓口機能や外来

対応の機能は余分な機能となることから、外来診療、入院診療を兼ね備えた通常の医療機関とし

て活用することは困難であるといえる。 

一方で、規模は抑え、運営に係る負担を少なくし、「小さなクリニックのようなもの」として活

用できないかとの意見が有識者からあった。平時に医療機関としての活用を行うことで、災害時

においては、当該病院船で平時に勤務している医療従事者を迅速に活用することができることや、

平時から各地域の医師会や災害拠点病院等の医療機関と連携を行うことで、災害時の連携がより

円滑になることにもつながるため、今後検討を進める余地はあると考えらえれる。 
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図表 陸上医療機関における規模別収支状況 

 

       出所：医療経済実態調査_令和元年度報告 

 

5. 国際貢献活動での活用 

病院船を国際貢献活動に活用することを検討した。他国にて大規模災害が発生した際に、病院

船を国際緊急救助船として活用することは、国際緊急援助に活用可能なリソースの充実を図るこ

とにつながる。しかしながら、海外に派遣している最中に国内で災害が発生した場合に、速やか

に被災地へ赴くことができないといった課題がある。 

また、被災国における国際緊急援助チームの受け入れ枠は、被災国の政府や国際機関等との調

整により受け入れ人数や支援物資、その他器材等を決定することが一般的である。通常、この受

け入れ枠の調整は、発災後数日程度で完了することが多いが、（日本の）病院船の活用にあたって

は、被災国において必要な支援物資の調達等の観点で国際貢献活動での活用は困難であると考え

られる。 

加えて、乗船する医療従事者の確保の観点からも、国内の医療機関に勤務する医療従事者は国

際貢献に従事する立場になく、災害時の際に国際貢献のために動員することは困難であることを

考慮すると、国際貢献活動での活用は厳しい。 
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第10章 病院船の制度設計・法整備 

1. 医療法等における病院船の取り扱い 

医療機関の設置は、都道府県知事の許可が必要であり、移動を前提としたものは現行の医療 

法上は想定されていない。したがって、病院船は医療法上の医療機関としては想定していない※。

加えて、医療法上、医療機関の開設者は専従者であることが要求されることや、医療安全の委員

会組織の設置や研修等も要求されることから、平時に病院船として運用する場合は専従者の確保・

運用の視点においても、医療法上の制約が大きい。一方、災害時においては、特定非常災害特別

措置法等に基づき、医療法上の枠組み外での運用となることが想定される。 

また、災害時への出動に備えて、麻薬など法律で取り扱いが特別に規定されている医薬品や酸

素ボンベのような可燃性の危険物においては、法律の定めに従い事前に適切に整備されている必

要がある。例えば、麻薬の取り扱いにおいては、「麻薬及び向精神薬取締法」において、所在地を

管轄する都道府県の免許を受けなければならないとされているが、移動を前提とした病院船にお

いては、明確な「所在地」がないため、母港での申請等で代替が可能かなど、事前の検討が必要

である。 

 

※ただし、巡回診療においては、実施主体の住所の提出や診療行為を行う都道府県内の連絡場所

の提出等により開設手続きを行うことが可能（「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」（平成

24 年 10 月 1 日付厚生労働省医政局長通知））。 

図表 医療法上の規定 

 

 

2. 船舶に関する法令等における病院船の取り扱い 

船舶の定義については、管轄によって船舶法・自衛隊法のいずれかが適用される。また、港湾

の利用方法は地方公共団体毎に条例が定められているため、それぞれの条例に基づいた運用が必

要となる。 
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図表 船舶に関する法令の整理 
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第11章 病院船の費用 

 平成 24 年度「災害時多目的船（病院船）に関する調査・検討報告書」においては、負傷者への

治療から長期の入院まで対応できる本格的な病院機能を持つ総合型病院船の建造費用は 300-350

億円（急性期病院船 140 億円）との報告が行われている。船価はその後、若干の価格の減少傾向

があるが、労務費・材料費などの上昇もあり、当時から価格が著しく変化しているとは言いにく

い。 

今回の検討においては、感染症対応として、第 3 章 3 や第 4 章 1 でも述べた通り、客室ごとに

換気システムを整備することや、ダクト回路内に医療用フィルターを付加する等の対応を行うこ

とが必要とされるが、造船業者による試算では、当該対応にかかる費用は 100 床で数億円の費用

増となる。 

 

図表 造船費用の推移 

 

出所：日本労働組合連合会 連合・賃金レポート 2019   出所：日本銀行 企業物価指数 

 

図表 船価の推移 

 

出所：国土交通省海事局 造船市場の現状 
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第12章 病院船の必要性 

1. 検討の総括 

これまで述べたように、病院船は、自らで宿泊施設・食料保管施設及び発電等のライフライン

供給施設を持ち、自己完結的に海上で活動できる船舶の特性を活かし、陸路が遮断された孤立地

域に対しても海からアプローチが可能であるという利点がある。 

 一方、仮に 500 床規模の病院船について考えると、ヘリコプターにより搬送可能な患者数や入

港可能な港湾の数を考慮すれば、過大であり、より小規模な 100 床規模の病院船においても医療

従事者の確保や、平時の効果的な活用方策に大きな課題がある。 

 上記の病院船の利点と課題を踏まえ、検討会では、陸上の医療機関を補完する機能としては一

定程度の役割を果たすことは期待されるが、費用対効果については精査する必要があることや、

優先度の観点からは、医療機関の耐震化・浸水対策などの災害対策の方が優先的に対応すべき事

項であるとの意見が示された。 

 

2. 今後の方向性 

第 6 章で述べた通り、災害時における病院船の活動においては、DMAT の活動だけでは必要な

医療従事者を確保することは困難であるため、JMAT を編成する日本医師会をはじめとした各種

医療団体の協力が不可欠である。今後は、どういった協力関係の構築が可能か具体的な検討を進

めることに加えて、政府においては、災害時に被災地へ派遣可能な医療従事者の総数を増やすた

めの施策を推進していくことが重要である。 

厚生労働省における病院船の活用に関する検討会においては、主に災害時に病院船に求められ

る役割について検討を行ってきたが、病院船の建造を判断するにあたっては、医療機関の耐震化・

浸水対策など他の災害対策との比較の観点から費用対効果等についても検討を行うことが必要で

ある。 
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（参考）検討体制・検討会の議事次第 

1. 検討体制 

【有識者（五十音順、敬称略）】 

〇本間 正人 鳥取大学医学部附属病院救命救急センター センター長 

〇守谷 俊 自治医科大学附属さいたま医療センター  

救急救命センター センター長 

〇川瀬 鉄典 兵庫県災害医療センター 副センター長 

〇中森 知穀 横浜労災病院 救命救急センター 救急災害医療部 部長 

〇庄司 るり 東京海洋大学 学術研究院 海事システム工学部門 教授 

〇加戸 正治 一般財団法人日本船舶技術研究協会 プロジェクト長 

〇田中 剛 国際協力機構 人間開発部 技術審議役 

〇藤田 卓仙 世界経済フォーラム第四次産業革命 日本センター プロジェクト長 

  

【オブザーバー】 

○厚生労働省健康局結核感染症課 

○内閣府（防災担当） 

○国土交通省 

 

2. 検討会の開催概要 

 開催日時・場所 議題 

第 1回 
令和 2年 10月 8 日（木）17:00～18:30 

Web会議 

1. 本年度の事業概要 

2. これまでの経緯 

3. 論点整理 

4. 意見交換 

第 2回 
令和 2年 11月 4 日（水）17:00～18:30 

Web会議 

1. 第 1回の議論の振り返り 

2. 論点整理 

3. 意見交換 

第 3回 
令和 2年 12月 2 日（水）17:30～19:00 

Web会議 

1. これまでの議論の振り返り 

2. 論点整理 

3. 意見交換 

第 4回 
令和 3年 2月８ 日（月）17:00～18:30 

Web会議 

1. これまでの議論の振り返り 

2. 論点整理 

3. 意見交換 
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第 5回 
令和 3年 3月 1 日（月）17:00～18:30 

Web会議 

1. これまでの議論の振り返り 

2. 「病院船の活用に関する調査・検討

事業」報告書（ドラフト）の確認 

3. 意見交換 


	第1章 経緯と目的
	1. これまでの検討経緯
	2. 本調査の目的

	第2章  災害医療における病院船の位置付け
	1. 基本的な考え方
	2. 発災から病院船到着までの時間
	3. 対象患者
	3. 病院船の活動タイムラインのイメージ
	4. 病院船の役割・有効性

	第3章 感染症対応における病院船の位置付け
	1. 基本的な考え方
	2. 対象患者
	3. 病院船の役割・有効性

	第4章  病院船に求められる機能と必要な設備
	1. 医療設備
	2. 船舶設備

	第5章 医療モジュール・コンテナの活用
	第6章  病院船の人員数
	1. 医療従事者
	2. 船舶要員
	3. 人員の確保
	4. 人員の養成

	第7章 病院船への搬入・搬送手段
	1. 着岸した船舶での患者搬送
	2. 洋上での患者搬入・搬送

	第8章 病院船の規模・種類
	1. 病院船の規模
	2. 病院船の種類

	第9章 平時の活用方策
	1. 離島への巡回医療
	2. 災害医療訓練船
	3. 訪日外国人に対する検診（健診）サービスの提供
	4. 平時の医療機関としての活用
	5. 国際貢献活動での活用

	第10章 病院船の制度設計・法整備
	1. 医療法等における病院船の取り扱い
	2. 船舶に関する法令等における病院船の取り扱い

	第11章 病院船の費用
	第12章 病院船の必要性
	1. 検討の総括
	2. 今後の方向性

	（参考）検討体制・検討会の議事次第

